
【出席報告】  会員数 47 名（出席免除 3 名）        

出席者 38 名 出席率 84.44%            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

皆様こんにちは。今日は国際ロータリー

第 2780 地区奨学生に決まりました田丸

文菜さんが来られております。ようこそ、

いらっしゃいました。カウンセラーは匂坂

会員です。のちほどお話を伺いたいと思い

ます。又、本日は職業奉仕関係の卓話とし

て、相続、認知症とお真似の不安を解消と

題して家族信託のお話を森澤会員にお願い致します。 

 私事ですが、昨日、逗子警察署の武道始式に行って来ました。

日頃の鍛錬の成果を見せていただいたあと、署員激励会に出て、

職員の皆様とお酒を飲みながら、色々とお話をしました。今月

4 月 1 日には新元号が発表され、4 月末で天皇陛下が退位、5

月 1 日より新元号のもと新天皇が即位されます。また、来年は

東京オリンピック・パラリンピックもあり、大変な年になりま

す。署長以下全署員で準備をしているとの事でした。 

 また、話は変わりますが、21 日月曜日、葉山方面へでかけ

ましたら、警察の方があちこちに立っていました。葉山の御用

邸の前では、機動隊のバスが何台も走っており、長者ヶ崎の駐

車場にも 10 台ほど停まっていました。翌日新聞を見たところ、

今上天皇皇后陛下が、21 日から 25 日までの予定でご静養の

ために御用邸に滞在されるとの記事が載っておりました。 

世界を見ますと、韓国のレーダー照射問題に始まり、アメリカ

のトランプ大統領によりメキシコ国境の壁建設問題、アメリカ

の政府機関閉鎖問題、ロシアの北方四島の問題等、色々なこと

が起きております。日本国内でも、問題は山積みとなっており

ます。 

 今年はいのしし年です。いのしし年の年度は、色々な災害が

起きやすいとの統計が出ております。新元号と新天皇のもと、

今年一年無事に過ごしていけることを願っております。これで

会長の時間を終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム  「健康に感謝」      河野征一郎 
 1 月 19 日 80 歳の誕生日を迎えました。副会長の鈴木安

之さんと子供の頃からのお友達です。お誕生日は、安之さん

より私の方が一週間お兄さんです。ロータリーの仲間の皆様

と巡り合えたことは私にとって大きな財産です。孫は、今年

中学一年生から 4 歳までの 6 人います。孫たち家族とお誕生

日会をしました。笑いあり感激あり、とても賑やかでみんな

笑顔にしてくれた会でした。①飛び出すカードをくれました。

カードを開くと沢山イチゴがデコレーションされたハート型

のケーキが飛び出してきました。お誕生日おめでとう♪いつ

もありがとうございます。バンザイ！②似顔絵が描いてある

メッセージカードでした。髪の毛が少なめな似顔絵でニコニ

コ笑っている顔でした。とっても私によく似ていました。③

便せんにメッセージがありました。80 歳のお誕生日おめで

とう♪いつも新聞のお仕事お疲れ様です。これからも長生き

してね。バイクに乗っていると手が冷たいと言っていたので

手袋を使ってくださいとプレゼントが入っていました。みん

な一生懸命工夫をこらして Birthday card を書いてくれまし

た。孫達が心優しい思いやりのある人に成長してもらいたい

と思います。この子供達が次世代を担うと思うと宝物だと思

いました。元気でお誕生日を迎えることができて健康に感謝

です。今後ともよろしくお願い致します。 

財団ニコニコ  矢部（光）、鈴木（安）    各＄10 

         

米山ニコニコ   臼井           2,000 円 

        鈴木（安）        1,000 円 

例会日 

第 1･2･4 木曜日 12:30 

第 3 木曜日  18:30 

第 5 木曜日  18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-15 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29 

TEL＆FAX：046-873-0226 
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逗子ロータリークラブ Weekly Report 

会 長◆山本 由夫 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一 

副会長◆福嶋 謙之輔 

    鈴木 安之 

幹 事◆清水 惠子 

ＳＡＡ◆矢部 房男 

会計◆岡本 久 

直前会長◆村松 邦彦 

会報委員長◇宝子山 泰久 

幹事報告 

本日の進行（18:00） 
瀬戸 薫氏 

ヤマト福祉財団理事長 

「障がいのある方の『経済

的自立』に向けて」 

―次回のお知らせ― 
2 月 7 日(12:30) 
松井隆明氏 

県スポーツ局オリンピック・パ

ラリンピック課副課長 

萩原竜太郎氏 
セーリング課副課長 

清水幹事 開催：・2/16（土）13:30～  

於：アイクロス湘南 6 階 

「第 9 回インター・ローターアクト委員会/第 9 回地 

区ＩＡＣアクターズミーティング」 

・3/6（水）14:30～ 於：藤沢商工会館ミナパーク 6Ｆ 

   「次年度クラブ指導者に向けた『公共イメージ・米

山奨学セミナー』」 

・3/23（土）～24 日（日）「インターアクト一泊研修」 

   於：三浦ＹＷＣＡｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴｺ･ｳﾞｨﾚｯｼﾞﾋﾙｻｲﾄﾞ 

   10:30 現地集合 

山本会長の時間 

2019-20 年度のテーマ 

「ロータリーは 

世界をつなぐ」 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森澤君…今日、卓話させて頂きます。 

山本（由）君…先週の日影茶屋の新年会ありがとうございました。

皆さんインフルエンザに注意して下さい。 

清水（惠）さん、山口君、山科君、三宅君、桐田君、菊池君、大

野君、松田君、横山君、横瀬君、岡本（一）君…森澤会員、

卓話宜しくお願い致します。 

鈴木（安）君…眼の手入れで明るすぎて眩しくて。 

矢部（光）君…箱根岡田美術館にて「美のスターたち」若冲、光

琳、北斎、松園、大観、御舟、春草、仏教美術最後に足湯で

疲れをいやす。 

安藤君…一月中はまだ新年会が続きます。気をつけます。 

橘（武）君…目指せ！！世界一。大坂なおみさん。 

矢部（房）君…森澤会員卓話何卒宜しく！！ 

臼井君…お年玉年賀ハガキで 2 等が当たりました。 

村松君…大寒終わり、それでも寒い日が続きます。卓話よろしく。 

草柳君…相続卓話期待しています。 

匂坂君…田丸さんようこそ。 

中根君…遅くなりました。本年もよろしくお願い致します。 

大下君…卓話楽しみです。 

ニコニコＢＯＸ 本日合計  ￥３５,0００   累計 ￥1,１８８,０0０ 
 

今年度の職業奉仕委員会の方針として、会員が自分の仕事、その周辺にある情報等を 

皆さんに共有化させて頂き、少しでも会員みなさんのお役に立てればということで、後 

半に委員会として卓話の時間を３回頂きました。1 回目として、家族信託についてお話 

させていただきます。 

私の職業分類は生命保険でありますが、相続対策等に関わらして頂く中、保険ではでき 

ない事も多々あり、それを何とかできないかと思い、H１５年に（一社）家族信託普及協 

会のコーディネーターの資格を取得し、契約に携わっています。数年前に信託の法改正が 

あったものの、浸透していませんでしたが、昨年頃から、TV 等の特集も組まれ、世間で 

は知名度が上がってきています。 

家族信託とは、何かというと、主に相続、認知症の対策として、民法を超えたやり方を作ることが出来るものです。例えば、

相続で言えば遺言があります。財産を誰に遺すかは、遺言では一つ先にしか指定できませんが、家族信託では 30 年先まで道

筋を作ることができます。もう一つ効果が高いと言われているのが、認知症対策です。認知症になってしまうと財産がいくら

あっても、その財産の有効利用、処分が原則できなくなってしまうので、解決策として有効な方法であります。認知所になっ

てしまうと、生活資金確保、介護資金不足、詐欺被害、相続対策ができないなどの問題が起きます。厚労省研究班発表（H26

年 6 月）によると、65 歳以上の方で、認知症有病者が 462 万人、予備軍 380 万人であり、2030 年には、認知症患者が保

有する金融資産が約 200 兆円になると言われています。 

そのような背景の中、H19 年に新しい信託法が施行され、家族信託が誕生しました。万一、認知症になった場合にご自身の

財産を介護費用などに使えるよう、ご親族など信頼できる人に財産の管理を任せることができる制度です。財産の管理は使い

方や預ける財産に制限ができるため、財産を預かる人（受託者）が自身のために勝手に使うことはできません。また、法定後

見制度は、本人の財産を減らさず、守ることが目的なので、財産処分や相続対策を行うことが難しく、財産の管理、運用は家

庭裁判所の判断が必要であること、家族の自由な資産運用、活用はできず、毎月費用が発生します。しかし、家族信託では契

約の範囲で委託者のために受託者が自由に活用でき、初期費用はかかりますが、毎月の費用は発生しません。 

遺言と家族信託の違いは何かというと、遺言が効力を持つのは本人が亡くなってからであり、生前の認知症対策の財産管理

には役に立ちません。また、遺言は財産の承継先の指定は 1 代限りであり、子供が引き継いだ財産を特定の孫へと、次の承継

先を指定することができません。しかし、家族信託は、財産の承継先を二代、三代と決めることが可能です。 

では、相続対策・家族信託のタイミングはいつなのか。人は対策ができる時には何もせず、問題を感じた時は、何もできな

いことがあります。健康状態が良好な時は問題を感じないと思いますが、この時が理想のタイミングであり、体調や意識の変

化に問題を感じ始めた時が、唯一のタイミングであり、最終導入のタイミングでもあります。健康状態に問題が発生してしま

うと導入できません。家族信託をまとめると、家族信託は、資産家や事業経営者に限らず、誰でも気軽に利用できる仕組みで

あり、家庭裁判所や信託銀行を介在させることなく、家族間の契約等で作れる自由な制度です。生前の財産管理手段として、

成年後見制度に代わる選択肢であり、遺したい、引き継ぎたい資産の道筋をつくることができる仕組みでもあります。家族信

託を使ったからと言って相続税が安くなるわけでもなく、揉め事が解決できるわけではありません。決して万能対策ではない

が、話ができて、信頼しあえる家族だからこそ使えるものであり、家族に託す「家族信託」は、相続・認知症不安を解消する

選択肢の一つです。                                                                 担当：岡本 一朗 

2019-20 年度ロータリー奨学生 
     田丸 文菜さん 
この度はありがとうございました。現在、多摩美術大

学在学しております。専攻は、地域の水環境改善、そ

れに伴う建築空間の研究です。希望は英国の大学で引

き続きその研究をする事です。今後とも、どうぞ宜し

くお願い致します。 

 

「相続・認知症とお金の不安を解消 家族信託」 
職業奉仕委員長 

森澤 義一会員 

表彰 

ポールハリス

フェロー+８ 

三宅 譲会員 


